
 

彩の国さいたま人づくり広域連合一般競争入札公告 

 下記のとおり一般競争入札を行うので、「彩の国さいたま人づくり広域連合財務規則」

（平成１１年７月１日規則第１１号、以下「規則」という。）第７５条の規定に基づき、

次のとおり公告する。 

令和７年９月２４日 

彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合長 吉田 信解 

記 

１ 発注者（契約権者） 

埼玉県さいたま市北区土呂町２－２４－１ 

  彩の国さいたま人づくり広域連合 広域連合長 吉田 信解 

  

２ 調達内容 

（１）調達案件の名称 

 自治人材開発センター清掃等業務委託 

（２）調達案件の仕様等 

入札説明書及び仕様書による 

（３）履行期間 

令和７年１１月１日から令和９年１０月３１日まで 

 ただし、令和８年度以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又

は削除があった場合は、当該契約を解除する。 

（４）履行場所 

   彩の国さいたま人づくり広域連合 

自治人材開発センター 

 

３ 入札参加資格 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

者であること。 

(２) 本入札が実施される年度に属する埼玉県物品等競争入札参加資格者名簿に、企業区 

分が中小企業で登録されていること及び業種区分「建築物管理」に係る入札に参加で 

きる資格のＡ等級で登載されている者であること。 

   また、仕様書において必要とされる業務に関して、下表に掲げる業務の登録をし、 

各業務において従業員を雇用している者であること。 

業務の種類 業務の登録 

清掃業務 大区分「管理業務」小区分「清掃」 

空調設備保守点検業務 大区分「点検・検査業務」、小区分「空調機械」 

空気環境測定業務 大区分「管理業務」小区分「環境測定」 

 

(３) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止 

等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措 



 

置を受けていない者であること。 

(４) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置 

要綱（平成２１年４月１日付け入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けて 

いない者であること。 

（５）平成２７年４月１日以降、国（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法 

律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条に規定する法人を含む。）又は地方公共 

団体（埼玉県が出資する指定法人を含む）との契約により、１件の契約金額が 100 万 

円以上の施設の清掃業務を元請けとして履行した実績を有すること。 

（６）埼玉県内に本店を有する者であること。 

 

４ 入札参加資格の確認 

この入札に参加しようとする者は、下記のとおり資格審査に係る資料を提出し、入札参 

加資格の確認を受けなければならない。 

（１）提出期限 

      令和７年１０月２日(木)午後４時００分  

（２）提出方法 

彩の国さいたま人づくり広域連合事務局へ、郵送、電子メール又は持参により提出 

すること。  

（３）提出書類 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

なお、入札保証金の免除を受けようとする場合は、別添様式７「契約の履行につ 

   いて」及びその添付書類を併せて提出すること。 

（４）入札参加資格審査の通知 

競争入札参加資格の確認結果は、令和７年１０月７日（火）午後４時００分まで 

に、ファクシミリ又は電子メールにより通知する。 

    なお、参加資格が「なし」の場合は、その理由を付する。 

 

５ 調達案件に係る説明会 

開催しない。 

ただし、庁舎の現地確認を希望する場合には、事前に連絡（土曜日・日曜日を除く午 

前９時から午後５時まで）してから来所すること。 

 

６ 入札説明書等に関する質問及び回答 

  別添「入札説明書」のとおり。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

 入札者は、見積もった契約希望金額に入札保証金の率（１００分の５以上）を乗じ 

た額を納付するものとする。ただし、規則第７６条第２項の規定に該当し、彩の国さ

いたま人づくり広域連合長が認めた場合は、免除する。 

（２）契約保証金 

 契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（１００分の１０以上）を乗じた額を 



 

納付するものとする。ただし、規則第６１条第２項の規定に該当する場合は、免除す 

る。 

（３）納付方法等 

 別添「入札説明書」のとおり 

 

８  最低制限価格 

  設定しない。 

 

９  入札執行の日時等  

変更するときがある。この場合は入札参加資格があると認められる者に別途通知す 

る。 

（１）入札書受付期限 

ア 郵送による場合 

 （ア） 郵送先 

     〒３３１－０８０４ 埼玉県さいたま市北区土呂町２－２４－１ 

      彩の国さいたま人づくり広域連合 企画・総務グループ 

 （イ） 提出期限 

     令和７年１０月１７日（金）午後４時（必着） 

（ウ） 提出方法   

     書留郵便によること。 

イ 持参による場合 

 （ア） 提出先 

     〒３３１－０８０４ 埼玉県さいたま市北区土呂町２－２４－１ 

      彩の国さいたま人づくり広域連合 企画・総務グループ 

 （イ） 提出期限 

     令和７年１０月１７日（金）午後４時（必着） 

 （ウ） その他 

     代理人が入札書を持参する場合は、委任状を持参すること。 

（２）開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和７年１０月２０日（月）午前１０時００分 

イ 場所 

   彩の国さいたま人づくり広域連合 自治人材開発センター内 

ウ 注意事項 

立会いは不要とする。 

 

１０  入札の無効  

次に該当する入札は、無効とする。 

（１）入札参加資格のない者がした入札  

（２）所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定 

   の率による額に達しない者がした入札  

（３）入札者の押印がない入札書による入札 



 

（４）記載すべき事項の記載のない入札書又は記載した事項が明らかでない入札書によ  

る入札  

（５）代理人で委任状を提出しない者がした入札  

（６）他人の代理を兼ねた者がした入札  

（７）２以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入  

   札  

（８）その他、入札説明書に記載された無効要件に該当する入札書 

 

１１ 契約書作成の要否  

   要 

 

１２ 落札者の決定等  

（１）落札者は、予定価格に１１０分の１００を乗じて得た価格の範囲内で、最低の価格 

をもって入札をした者とする。ただし、落札となるべき価格の入札をした者が２人以 

上あるときは、直ちに、電子くじにより落札者を決定するものとする。 

（２）落札者がいない場合は、開札後、直ちに再度入札を行うものとする。再度入札は 

  １回行うものとする。 

  

１３  その他  

その他、詳細は、別添「入札説明書」及び「仕様書」による 

 

１４  この公告に関する問合せ先 

彩の国さいたま人づくり広域連合 企画・総務グループ 山田 

電話番号 ０４８－６６４－６６６２ 

ＦＡＸ番号 ０４８－６６４－６６６７ 

メールアドレス s-info@hitozukuri.or.jp 

 

 


